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審査諳求人 ．

処　分　庁

書

仙4 市宮脚 膓炳事務所長

審査請求人卿轢 黷驂が平成1.8 年輯躪刎 圖制日付けで提起した生活保饐廃止処分に係る審査請求につ
いて,'次のとおり裁決する。　　　　 ，

主 。’　　 文 ’　　　　　　 イ

処分庁が平成１８年１１月１日付けで審査請求人に対してした生活保護廃止処分を取り捐す。
Ｉ匸　　　　　　　　　　　　　　／夕
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理 。　　　 由　　　　　　 ”
審査請求 の趣旨及び理由　　　　　　 ／　’・　　　　　　　　 ご　 ‥‥

‥　 ‥ ，

審瘴請求 の趣旨 。　　　　　　　 ・　　ご　　　　　　 ，　　　　 ・よ……… ………l，・
処分庁 が平成１８年1 ’1月１３日付け宮保護第７号で審査請求人（以下∠「諳求人」√という。）に

対じ てした生痼保護廃止処分I.（以下r 本件処分j という 。）の取消しを隶めるも,めでとある。∵　
づ邏･　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｉ　 ●　　　　　　●　　　　　　　　　 ．　　　　　　　●２　 審 査 請 求 の理 由’：’　　　　　　　　　　 ゛　　 ．　　　　　 … ……,万… … …

に
平 成18fll 月 ２ 日に生 活 保 錢 を受 け 取 り こ伊っ た とこ ろ ，･収 入 ア ップ序 定 と理 由 も な く保 錢

．を 辞 退 す る 旨り 生 活 保 護 に 関 す る届 出書 を 霄 かさ れ た も ので>.
 .
収 入 ア ップ はl全 く:な い こ ととか ら冰 件

・　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　１
,処 分 の 取 消 し を 求 め る も` の で あ る ．　　 ．●　血・Ｉ　　　　　 厂　　　　　　 …………ぐ……………∠ 匸 ………恍‥‥‥‥‥　　‥‥I.・　　・　●　　｜　　　　・　　　　　　・

.第 ２　 認 定 参画 及ぴ半U斷 ………1･　／　　.. ダ　ト ト　 ‘．　 フ　　 ………･･　 二……,厂………匸 ……に……J ………

/　 請求人 か ら提 出され た審査請求 書，審査 請求補正書及 び反 論書並ぴに処分 庁 から提出 され た譫=叨

･）

,）

書及び 提出 書類によれば，癶の事実が認められる。
１　 詔定事実j｡　　 …………　　 匸 ，
(1) 処 分 庁 は， 平 成癰呷 年辟｡ 月俄細 日削E) 請 求人 に対 し 韋 活 保 輝 葢:開 始･し だ こ と冫 。　 …………=に;i、,………

(2) 請 求 人 は, 平 成 四 年 励 月 鴾 日に平 成 慟鴫 年蒭 月 麟 靱日か ら 就 労を 開始ﾚし た 旨 の記 載 のあ る,｢就
●　　　　　　　　ｉ　　　　ｌ　Ｉ　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●職 に か か わ る届 出 書｣ を 処 分 庁 に提 出 し た。　　　　　　　　　　　 ……… … … … … ……

(3) 請 求 人 は ， 平 成 鯔謳年 ●ｊ 癬 日に， 処 分庁 に対 し 「保 護 を じ た い しま す 。｣ と 記 載 し た 書 面 を

蝶 出 し た 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'　　　 ‥‥ ‥
(4) 隨 求 人 は ， 平 成 四 年 渺 月 鼈 鄒 日に処 分庁 に対 し保 護 を 辞 退 す ると 書い た の ほ本 意 で はな く，

引 き 続 き 保 護 を 希 望 す る 旨 の 文 書を提 出 した。。 。　　　　　　　　　' ・　 犬　　　　　　　･｡

(5)' 請 求 人 は ，平 成 櫚 年 匍 鱚月 輯 旧 こ処 分 庁 に鉗 し ， 収 入 が 増 え る見 込 み な の で平 成 輝4 年 四，　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　●　　●月鴾 日付 け で保 護 を 辞 退 す 名 旨 の｢ 生 活 保 謝 こ関す る 届 出 書( 以 下 「届 出 書｣ と い う。)｣' を 提 出
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

●-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　。　　　１　１し た 。　・ ‥･　　　　　　　 ，・　　　　　　　 ・　　　　　 悦　　　　'　　　　 ，

(6) 処 分 庁 は，‘平 成 １ ８年 １ １月1ﾌ 日 付 け で稼 働 収冫, の 増 加 を 理 由 とし て，亅l

護 を 廃 止 し ね　　　　　 匸　　　　　　 卜　 ・

(7) 請 求 人 は， 処 分 庁 に 対 し; 届 出書は 強 要 され て 書い か も の で あっ て 事 実 と,４夕呵″ふrtＪ‰―l､-･夕り　'-xII　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　●　　　　　　　　　　　　I　　　　●　　　　　　　　　　・引 き 続 き 保 護 を 希 望 す る 旨 のま 書を提 出 し，処 分庁 は ， 平 成 １ ８年 １ 廴月 １ ３ 日に 当 該文 書 を収

曳 し た 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 几　　　　　　　　 ｌ

２　 判断
ｊ　●　　　　　　　　　　　啼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ・　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　｜(１) 荏 活 保 護法による保護の実施 要領の取扱いについて( 昭 和38 年4 月１ 日社保第'34 号厚生省

社会 同 保 護課長通知。 以下 「聊 啖 ８年課長通知｣｡ とい う。') 第７では厂 保護を廃 止す べき場合。

とし て ， ①当該 世帯 における定期収入9 恒常的な増諏 最低生活費の恒芦 的 な減少等 に より，以

卜 後 特 別 な 事由が生 じない 限り，保護を再開する必要がない と認 められるとき，及･び②当 該世帯 に ＼

お け る 収 入 の臨時的 な増加/ 最低生活費 の臨時的な減少等 により，以捩お お む'ね６か月 を超えて
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保護を要しなくなる状態が継続すると認められるとき，の2.つを挙げている。

。●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　・　　　●
く2)認定事実'(6)のとお髣 処分庁は，平成118 年‘11 月１日付けで請求人に対す,る生活保護の廃

出書の提卸とより，稼褊収入の増加を理μjとし, 保護を廃止したことが認められる。これに対し，
認定事実(7)のとおり,ダ謗求人凪 届出書は処分庁 から強要されて書いた旨を主張している玳

‘ 処分庁 は厂弁明書においてバ 保譁決定に際し審査請求人 に対し一切の強要，･強制は行っていな
･い｣ と主張してお り，強要の事実の有無については，認定事実からは判断できない。
,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　　　・

(3) ﾌ諳゚求人が処分庁に提出した届出書について,請求人本人が自筆･したものであることについては，
処分庁と請求大の聞に争いけな‘く，当該届出書に基づき，処分庁が本件処分を行ったこどが認め

･られることから厂この点について判断すTる。｡･
」

･■　●　　・　　I　I･1　　 ●　｜　　　　･･･　　 ●　　･ ･●･ ●●I　　･.　　･|　　　II　　 ’求 人 か ら 瘋 出 さ れ た 届 出 書 を 根 拠 と し て ， 本 件 処 分 を 行 っ た こ と が 認 め ら れ る が ， 肆 球 人 が 提 出
.　I ●　　　　　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¶し た 届 出 書 が 本 人 の 自 由 意 思 に 基 づ く も の で あ り ， そ の 任 意 性 に 争 い が な り 壙 脅 は 別 と し て ， 本

●　　　　　　　 Ｉ　　　 ●・　　　　　　　 ・　　　　　　　　 ●　　　　　　 ・ ．Ｉ●　　　ａ　　　．一
件 処 分 に 関 し て･ は √ 当,該 加 出 書 の 任 意 性 に つ い て 請 求 人 と.処 分 庁 の 間 吟 洫 暘 の 相 違 が あ る の μ ，

●　・　　　　　　　　　　
．　　 １　　　１　　　　　 ●　　 ●¶●　　Ｉ

前 述 方 と お り で あ る ． ど め よ う な 瑜 合 に あ ９ で は, レ 処 分 庠 は, ‥ﾉD召;f口３ Ｓ 年 課 長 通 知 第7j の 保 護 を
.　　　　　　　　　　　　　　　　 ’I･　　　　　●¶　･･丶　・　.I･I　III･ ●　　･ ’゚  I･･l,I　I　　　　I　　　I.

廃 止 十 ぺ き ’場 合 に 該 当 す る か 否 か を 十 分 に 極 討 し た 土 そ 癬 分 晏 ぬ す べ 竒 と こ ろ卜 処 分 庁 弓）平 成
●　　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　 ●’ ｌ’　Ｉ　■　●　Ｉ　 ’ゝ．¶． こ･1　･.I.’ ･･ ●　’　 ●　　　　　　　　　　　I･

の 己 汨ij 　 数 ， 鶚
l,　・　　　　 ●I● ●　,　1　　･.　. ’II ･･:･ ...･　　　.11 11

.求 人 が 受 給 し ｔ い た 生 活 保 護 賚 と 排 哺 鴟 μ 保 護 廃 顳 可 脊 吠 珠 る 鵺 討 笋 廴 躋 驟 沐 の 隹 活 謙 脯 几

‘保 護 を 巓 止 す べ き 場 呑 に 該 当 す る ふ ど う か に づ い て 検 柚 糾 綏ﾒ けy と を 示 す 鯛 叫 な く わ
黔 だ 厂

処 分 か の1 牟 明 書 に 似 ヽて も こ の 点1 と つi てヽ 弁 明 は ぬ さ れ て い な い ．　 ∧ ∧ ｽ…゙
…
…… ……,; … …

… ……1

(5) 以上(1) から(4)により厂届出書の提出が本人の.自哨 意思に基づいてなざれ=たものか否かlについ
･て は，処 分庁と請求人の主張が異なるごとから判断はできないが，処分庁は; 本件処分に当たり.，
翁 求人からの収入が増える嵬込みと記載された届出書の任意性の問題'に９り叉十分な配慮.を払う
こことを怠った上,・昭和３８年課長通知に湎されている保護を廃止すべき場合柘該当するかどうか
.の検討を十分に行 うことなく√保護を廃止すド き場合と決したものであ 苓j=.ことヵS,郷や布れ弗 こyと
から，本件処分は正当ぷ処分と･は詔め難い． 厂 ．　　　　　　　　　 …

… …
…万……………/ ‥.

３　結論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
以上のとおり，本件処分は違法ヌは不当であるものと蹶め，行政不服審査法（昭和３７年法律第

・160 号）第４０条第３項‘の娩定はより，主文のとおり裁決する。　 ／　　　　　　 ・ご

平成１９年５ｊ ７日

宮城県知事　村　井　 嘉

４


